
被保険者証が新規発行されなくなったことにより、

令和７年３月19日付 で送付いたします。

当組合 資格徴収係までお問い合わせは

　なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除はできます。解除を希望する方は、当組
合までお申し出ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。

　現在お持ちの被保険者証又は資格確認書の有効期限は令和７年３月31日までと
なっております。
　国の方針により、令和６年12月２日より従来の被保険者証の新規発行を行って
おりませんので、令和７年３月19日付で、「マイナ保険証」の利用登録をされてい
る方には、『資格情報のお知らせ』を自宅宛て、それ以外の方には、『資格確認書』を
事務所宛てにお送りいたします。
現在お持ちの被保険者証又は資格確認書は令和７年４月１日以降、使用できません。
お手数ですが、４月１日以降、各自で破棄してください。

又は を資格情報のお知らせ 資格確認書

資格情報のお知らせ 資格確認書

Ａ４厚紙

※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等での受診は
　できません。

「マイナンバーカード」を健康保険証として利用
登録されている方（「マイナ保険証」が使える方）

従来の被保険者証と
同じカード型

「マイナンバーカード」を作っていない方

「マイナンバーカード」を作っていても健康保険
証として利用登録されていない方

「マイナンバーカード」の電子証明書の有効期限
切れで更新されていない方

いずれかをお送りいたします

資格情報のお知らせ  は下記の方に
お送りいたします。

お送りいたします。
 は下記の方に資格確認書

医療機関等の読取り機が使えない場合に
備え、「マイナ保険証」と共に持っておく
ものです

従来の被保険者証の替わりに
医療機関等で使えます

06 - 6941 - 3243TEL

資格情報のお知らせ

から国民健康保険料は次のようになります。令和７年４月１日令和７年４月１日から国令和 年 月 日令和 年 月 日

保険料の保険料の について
次 ようになります

について改定
民健康保険料険料は次民 は次

改定
年度7令和

組合規約第 19条に基づく保険料月額  〈毎月月末納付期限〉
+  （基礎賦課額） （後期高齢者支援金賦課額）医療保険料 後期高齢者支援金保険料

※【介護保険料】は、介護保険第２号被保険者（４０歳から６４歳までの医療保険に加入している被保険者）が納める
こととなっております。当組合の【介護保険料】は、国から明示された当組合の「介護納付金」の納付額に応じて、
当組合の介護保険第２号被保険者の人数で按分して保険料の額を決めております。
　「介護納付金」の納付額が増加した場合や当組合の介護保険第２号被保険者の人数が減少した場合に【介護保険
料】が増えることとなっております。
☆上述のとおり、【後期高齢者支援金保険料】は、「後期高齢者支援金」の支払いに充てられ、【介護保険料】は、
「介護納付金」の支払いに充てられるため、「療養給付費（医療費）」や「保健事業費」等の組合の支出については、
【医療保険料】で賄うことになっております。

＜40歳～64歳の方＞
（第２号被保険者）
一人当たり

令和7年3月31日まで

6,000 円
令和7年4月1日より
6,100 円

改 定 後現 行

＜０歳～74歳の方＞
※後期高齢者を除く 令和7年4月1日より

内　訳

医療保険料 後期高齢者支援金保険料

税理士である組合員 40,000 円 34,300 円 5,700 円
勤務税理士である組合員 31,800 円 26,100 円 5,700 円
従業員である組合員 23,500 円 17,800 円 5,700 円
家　　族　　一人当たり　 14,300 円 8,600 円 5,700 円

改 定 後

＜０歳～74歳の方＞
※後期高齢者を除く 令和7年3月31日まで

内　訳

医療保険料 後期高齢者支援金保険料

税理士である組合員 39,000 円 33,500 円 5,500 円
勤務税理士である組合員 31,000 円 25,500 円 5,500 円
従業員である組合員 22,900 円 17,400 円 5,500 円
家　　族　　一人当たり 13,900 円 8,400 円 5,500 円

現 行

※【後期高齢者支援金保険料】は、国から明
示された「後期高齢者支援金」の拠出金
の額に応じて、当組合の被保険者人数で
按分して保険料の額を決めております。

　後期高齢者（７５歳以上の方）が増える
等の要因により、「後期高齢者支援金」
の拠出額が増加した場合や、当組合の
被保険者数が減少した場合に、【後期高
齢者支援金保険料】が増えることとなっ
ております。

（介護納付金賦課額）介護保険料

税理士こくほ
https://www.kinzei-kokuho.or.jp/
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被保険者証が新規発行されなくなったことにより、

令和７年３月19日付 で送付いたします。

当組合 資格徴収係までお問い合わせは

　なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除はできます。解除を希望する方は、当組
合までお申し出ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。

　現在お持ちの被保険者証又は資格確認書の有効期限は令和７年３月31日までと
なっております。
　国の方針により、令和６年12月２日より従来の被保険者証の新規発行を行って
おりませんので、令和７年３月19日付で、「マイナ保険証」の利用登録をされてい
る方には、『資格情報のお知らせ』を自宅宛て、それ以外の方には、『資格確認書』を
事務所宛てにお送りいたします。
現在お持ちの被保険者証又は資格確認書は令和７年４月１日以降、使用できません。
お手数ですが、４月１日以降、各自で破棄してください。

又は を資格情報のお知らせ 資格確認書

資格情報のお知らせ 資格確認書

Ａ４厚紙

※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等での受診は
　できません。

「マイナンバーカード」を健康保険証として利用
登録されている方（「マイナ保険証」が使える方）

従来の被保険者証と
同じカード型

「マイナンバーカード」を作っていない方

「マイナンバーカード」を作っていても健康保険
証として利用登録されていない方

「マイナンバーカード」の電子証明書の有効期限
切れで更新されていない方

いずれかをお送りいたします

資格情報のお知らせ  は下記の方に
お送りいたします。

お送りいたします。
 は下記の方に資格確認書

医療機関等の読取り機が使えない場合に
備え、「マイナ保険証」と共に持っておく
ものです

従来の被保険者証の替わりに
医療機関等で使えます

06 - 6941 - 3243TEL

資格情報のお知らせ

から国民健康保険料は次のようになります。令和７年４月１日令和７年４月１日から国令和 年 月 日令和 年 月 日

保険料の保険料の について
次 ようになります

について改定
民健康保険料険料は次民 は次

改定
年度7令和

※組合員が後期高齢者に該当して被保険者資格がなくなっても、
組合員資格を残せば７５歳未満の家族や従業員は従来どおり
被保険者資格を継続できます。

　後期高齢者医療制度の被保険者（75歳以上の方、また
は65歳～74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定
を受けた方）で、当組合の「後期高齢者組合員」として
登録した方の保険料です。

＜後期高齢者組合員の方＞ （据え置き）

税理士である組合員 2,000 円
勤務税理士である組合員 2,000 円
従業員である組合員 2,000 円

（後期高齢者賦課額）後期高齢者組合員保険料 

税理士こくほ
https://www.kinzei-kokuho.or.jp/
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国庫支出金
 891,276（8.5%）
 事務費負担金
  14,857（ 0.1%）
 療養給付費等補助金他
  876,419（ 8.4%）

財産収入
 4,767（ 0.0%）

諸収入他
 5,106（ 0.0%）

国民健康保険料
6,684,389（64.3%）

予備費
2,045,739（19.6%）

総務費
 179,265（ 1.7%）

組合会費
 2,730（ 0.0%）

積立金
 9,778（ 0.1%）

共同事業拠出金等
 371,123（ 3.6%）

介護納付金
 808,110（ 7.8%）

前期高齢者納付金等
 3,804（ 0.0%）

後期高齢者支援金等
1,562,011（15.0%）

保険給付費
5,002,501（48.1%）
　　　療養諸費
 4,492,436
　　　高額療養費
 412,465
　　　出産育児諸費
 60,528
　　　葬祭諸費
 2,070
　　　入院給付金
 35,000

共同事業交付金
 385,954（ 3.8%）

繰越金 
2,412,570（23.2%）

繰入金 
 3（ 0.0%）

保健事業費
 388,003（ 3.7%）

諸支出金
 37,624（ 0.4%）

前期高齢者交付金
 24,826（ 0.2%）

歳入
合 計

10,410,691千円

歳出
合 計

10,410,691千円

出産育児交付金
 1,800（ 0.0%）

流行初期医療確保拠出金等
 2（ 0.0%）

（単位：千円）令和７年度 予算額内訳

総額 104億1千69万1千円令和７年度の予算額は、
1.43％減、1億5千51万8千円の減少前年度の補正予算と比較して、 となっています。

組合会開催第143回 去る令和７年２月13日に開催された
第143回組合会において令和６年度
決算見込みの報告及び令和７年度予算
等を承認・可決しました予算決定予算決定令和7年度

（各保険料の詳細は次頁をご参照ください）

令和７年度の保険料については、国庫補助金の削減等による財源不足を補うため、
「医療保険料」を引き上げることとなりました。
「後期高齢者支援金保険料」、「介護保険料」についても引き上げることとなりました。

　当組合は、医療費等にかかる国からの定率補助が、令和２年度までに従前の32％から段階的に削減され、令和２年度
には14％となり、約10億円もの大幅な収入減となりました。さらに、令和６年度には、令和４年度に行われた所得調査の
結果が反映され、定率14％から13％に削減されました。令和７年度は引き続き13％となるうえ、定率補助削減による激
変緩和措置としての補助金が交付されなくなる等、国庫補助金の収入がさらに減少し、組合運営のための財源不足を補
うため、令和７年度につきましては「医療保険料」を引き上げることといたしました。
　また、被保険者全員が支払う「後期高齢者支援金保険料」及び40歳から64歳までの被保険者が支払う「介護保険料」に
ついては、負担額を一人当たりに按分し算出した結果、それぞれ改定することになりました。

　当組合の被保険者数は減少傾向が続いており、令和６年度
の平均被保険者数は２万２千61人となる見込みです。今後
も減少が予想されるため、令和７年度予算では、前年度対比
で、803人マイナスの２万１千258人としました。
　歳出面では、保険給付費の予算額は被保険者数の減少が影
響し、前年度より約４千500万円の減少となっておりますが、
一人当たりの医療費は高額薬剤の保険適用等による増加を考
慮し、対前年度比4.29％増を見込んでおります。また、社会
保険診療報酬支払基金へ支払う「後期高齢者支援金等」の予算
額は、15億６千201万円となり、国からの補助金や被保険者
数を勘案した結果、一人当たり負担額は200円の増となりま
した。さらに、「介護納付金」の予算額は８億811万円となり、
国からの補助金や40歳から64歳の第２号被保険者の人数を
勘案した結果、一人当たり負担額は100円の増となりました。
　歳入面では、令和６年度に令和４年に実施された組合加入
者の所得調査の結果が反映され、医療費等にかかる定率の
補助率が、14％から国保組合のなかでも最も低い13％に削
減されました。令和７年度につきましても、国からの定率補

助が引き続き13％となるうえ、定率補助削減による激変緩
和措置としての補助金も交付されなくなる等、国庫支出金の
予算額は、前年度予算額より６千161万円減の８億９千127
万６千円となりました。
　前述のとおり、国庫補助金の収入減によって、組合運営の
ための財源確保を保険料収入に頼らざるを得ない厳しい財政
状況が続いており、令和６年度は単年度収支が約９千万円の
赤字になる見込みであること等から、令和７年度は「医療保
険料」を引き上げることといたしました。令和８年度から新
たに「子ども・子育て支援金」の拠出が始まり、組合員の皆様
にご負担いただく見込みです。医療費等の歳出削減に取り組
み、財政の健全化を図っていく方針でございます。
　また、国に拠出するために徴収している「後期高齢者支援
金保険料」と「介護保険料」については被保険者数に按分した
うえで、改定することといたしました。なお、「後期高齢者
組合員保険料」につきましては、現行の月額２千円のまま据
え置くことにいたしました。何卒ご理解賜りますようお願い
申し上げます。

税理士こくほ
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